
別記第１号様式（第７関係）

会  議  録

附属機関又は

会議体の名称
豊島区入札監視委員会 令和４年度第 2回定例審議会 

事務局（担当課） 総務部 契約課

開 催 日 時 令和４年９月２日（金） ９時３０分～１２時００分

開 催 場 所  豊島区役所５階 508会議室

議 題
１ 令和３年度上半期契約案件の定例審議 

・選定案件（工事・物品）５件

公開の

可 否

会 議

□公開 ☑非公開 □一部非公開   傍聴人数   人

豊島区入札監視委員会設置要綱第６条第６項の規定により、原則

として非公開。公開することにより入札・契約の公平性が損なわれ、

又は事業者の正当な事業活動を損なうおそれがあるため。

会 議 録

□公開 □非公開 ☑一部非公開

 ただし、公開することにより入札・契約の公平性が損なわれ、又は

事業者の正当な事業活動を損なうおそれがある場合等は非公開。

出席者

委 員

松戸 浩 委員長

亀山 勝敏 委員

渡部 夕雨子 委員

そ の 他

財産運用課担当、地域まちづくり課長、地域まちづくり担当係長、道

路整備課長、道路整備担当係長、施設整備課長、施設整備担当係長、

施設整備担当３名

事 務 局 総務部契約課長、契約係長、検査担当係長２名、契約 G職員



審 議 経 過      № 1 

審議対象期間 令和３年４月１日から令和３年９月３０日 

抽 出 案 件 ５件 

契

約

方

式

工 事

３件 

・「電線類地中化事業の施行に伴う譲渡設備を活用した電線共同溝工

事等の委託に関する令和３年度協定（立教通り）」 

・「駒込中学校外壁・屋上その他改修工事及び関連工事」 

・「池袋第三小学校普通教室改修・旧保健福祉部分庁舎解体設計業務請

負」

物 品

２件 

・「豊島区本庁舎警備業務請負（長期継続契約）」 

・「令和３年度居住環境総合整備事業（長崎地区）に係るコンサルタン

ト業務請負」「令和３年度密集市街地総合防災事業（長崎地区）等に

係る事業効果の分析・評価に関する業務請負」 



№ 2
※ 委員からの意見・質問、それに対する回答等（概ね●は質問、▶は意見、○は回答を表

す） 

意 見 ・ 質 問 回  答 

・豊島区本庁舎警備業務請負（長期継続契

約） 

亀山委員 

●最低制限価格を下回る業者が多かった

が、予定価格の積算方法は正しかった

のか。 

松戸委員長 

●予定価格の積算方法は毎年同じか。 

松戸委員長 

●見積を徴取した４社の選定理由は何

か。そもそも高コストの業者を選定し

てしまっているのではないか。 

松戸委員長 

▶ 入札・契約に関しては、適切に処理さ

れたと認める。 

財産運用課担当 

〇適切に積算している。前年度から仕様は

変更していないが積算の根拠である見

積価格が高かった。 

事務局 

〇最低制限価格は、ダンピング防止のた

め、前回よりも少し高めに設定したこと

もあり、最低制限価格未満の業者が多く

なった可能性がある。 

財産運用課担当 

〇同じではない。新庁舎に移転後、過去３

回の入札を行っているが、毎年度適切な

予定価格の積算に努めている。１回目は

各業者の見積額の平均額を、２回目は見

積額の平均額の９０％を、今回は一番低

い業者の見積額を採用した。 

財産運用課担当 

〇新庁舎移転後初めての入札では知名度

の高い４、５社を選定した。以後はだい

たい同じような業者を選定してきた。次

回より、多様な業者から見積を徴取し、

さらに適切な予定価格の積算に努めて

いきたい。 



№ 3

意 見 ・ 質 問 回  答 

・「令和３年度居住環境総合整備事業（長

崎地区）に係るコンサルタント業務請負」

「令和３年度密集市街地総合防災事業

（長崎地区）等に係る事業効果の分析・

評価に関する業務請負」 

亀山委員 

●172 号線の用地買収の進捗状況は。 

松戸委員長 

●このような業務委託を請負う業者は多

いのか。  

亀山委員 

●これで豊島区の居住環境整備事業はほ

ぼ終了か。 

松戸委員長 

●評価機関と実施機関は本来別であるべ

きだと思うが。 

松戸委員長 

▶ 入札・契約に関しては、適切に処理さ

れたと認める。 

地域まちづくり課長 

〇６４％である。特定整備路線の指定を受

けることができた。 

地域まちづくり課長 

○地域に根差した業者しかできないため

少なく、競争原理が働かない。 

地域まちづくり課長 

○巣鴨地区、駒込地区がまだ残っている。

地域まちづくり課長 

○評価するのは第三者委員会で、委員会の

運営や資料作りなどを行うのが、今回の

ような業者である。 



№ 4

意 見 ・ 質 問 回  答 

・「電線類地中化事業の施行に伴う譲渡設

備を活用した電線共同溝工事等の委託

に関する令和３年度協定（立教通り）」

亀山委員 

●協定金額より安くなった金額の内訳と

道路の北側部分が広くなった理由を教

えてほしい。 

亀山委員 

●今回は協定金額内で収まったので予算

上の問題は生じなかったが、予算がオ

ーバーする場合はどのような事務手続

きを踏むのか。 

松戸委員長 

●無電柱化工事はどの業者が行うのか。 

亀山委員 

●電柱や架線の使用料よりも埋設管のケ

ーブルの使用料の方が低いのではない

か。 

亀山委員 

●無電柱化工事は当該業者と協定を締結

して工事を行うとのことだが道路の工

事はどうか。 

松戸委員長 

●駅に向かって立教小学校まで一方通行

となる理由は。 

道路整備課長 

○試掘の箇所数が減り約 600 万円の減、設

計で約 400 万円の減、諸経費で約 300 万

円の減の合計で約 1300 万円の減である。

また、北側部分が広くなった理由は植栽

帯を 50 ㎝ほど設けたためである。 

道路整備課長 

○大きな変更があればそのタイミングで

変更する可能性があるが、予算措置の関

係で通常は最後の年度で調整をする。 

道路整備課長 

○随意契約で本契約の相手方が行う。当該

業者の設備やノウハウを活用するため

である。 

道路整備課長 

○かなり低くなる。電線共同溝は道路管理

者が整備すると電線共同溝の整備等に関す

る特別措置法で定められているためであ

る。 

道路整備課長 

○競争入札で行う。 

道路整備課長 

○山手通りから入っていったときに立教

小学校からの逃げる道がなくなるとい



松戸委員長 

▶ 入札・契約に関しては、適切に処理さ

れたと認める。 

う交通上の観点からである。 



※ № 5

意 見 ・ 質 問 回  答 

・「駒込中学校外壁・屋上その他改修工事

及び関連工事」 

松戸委員長 

●体育館棟の面積は施工面積で、校舎棟

の面積は延べ面積の誤りではないか。 

松戸委員長 

●図面は変更契約後のものか。 

松戸委員長 

●最終図面ではどこが変更箇所かわから

ない。また、今回は建築工事の変更金額が

大きいため、場合によっては落札業者が

変わった可能性もある。 

松戸委員長 

●電気工事で最低制限未満となる業者が

多い理由は、積算単価が高いからでは

ないか。 

亀山委員 

●RIBIC の価格が反映される頻度は。 

松戸委員長 

●入札業者には予定価格知らせているの

か。 

松戸委員長 

▶ 今回は追加資料を次回提出するという

条件付きで、入札・契約に関し、適切に

処理されたと認める。 

施設整備担当

○そのとおりである。面積が統一されてい

なかった。 

施設整備担当

○変更契約後の最終図面である。 

施設整備課長

○後日変更した箇所がわかるよう図面を

作成し説明する。外壁補修は実際に現場

に足場を掛けて打診してみないとわか

らないので、変更になることが多い。 

 後日、変更の場所、変更後の数量を示す

ようにする。

施設整備課長

○ＬＥＤ化工事などは積算に RIBIC を採用

しており、積算単価が高いか安いかは判断

しかねるところがある。 

施設整備課長

○３、４か月ごとである。 

事務局

○予定価格は事前公表である。 

事務局

○次回、変更の場所、変更後の数量を示す

ようにする。 



№ 6

意 見 ・ 質 問 回  答 

・「池袋第三小学校普通教室改修・旧保健

福祉部分庁舎解体設計業務請負」 

亀山委員 

●２つの設計を合わせて入札をしたの

は、別々に行うと入札が不調になる可

能性があるからか。 

亀山委員 

●池袋第三小学校は児童数が増えている

ということか。 

亀山委員 

●図書館はどこに移したか。 

松戸委員長 

●この２つの設計のそれぞれの金額は。 

亀山委員 

●300 万円程度だと業者がやりたがらな

いのか。 

委員長 

▶ 入札・契約に関しては、適切に処理さ

れたと認める。 

施設整備担当

○そのとおりである。 

施設整備担当

○学校施設課で調査をしているが、数年後

に児童数が増えると聞いている。 

施設整備担当

○学校の隣にある子どもスキップの空ス

ペースに移した。 

施設整備担当

○普通教室改修設計が 350 万円で、分庁舎

解体設計が 250 万円である 

施設整備担当

○その理由もある。また委託金額が低い場

合は自主設計するが、それでも内部で処

理できなかったので、この２つの設計委

託を発注した。 



会 議 の 結 果

委員会による報告又は意見具申 

・各案件、適切な入札・契約・変更手続をされていることを確

認した。（ただし、「駒込中学校外壁・屋上その他改修工事及び

関連工事」は追加資料を次回提出することの条件付で確認）

提出された資料等

① 審議案件一覧

② 資料１ 定例審議抽出案件概要（工事 1-1～1-3図面等）
③ 資料２ 定例審議抽出案件概要（工事 2図面等）
④ 資料３ 定例審議抽出案件概要（工事 3図面等）
⑤  資料４ 定例審議抽出案件概要 

（物品購入・業務委託・その他 1）
⑥  資料５ 定例審議抽出案件概要 

（物品購入・業務委託・その他 2-1～2-2）

そ の 他


